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（4）　利用方法

（3）　予約申込方法

（2）　利用対象者

（1）　「宿泊施設特別利用者証」

指定都市職員共済組合

防衛省共済組合
国家公務員共済組合連合会

「宿泊施設特別利用者証」に関する
問合せ先

福利厚生課　厚生事業担当　03（5320）6821

　退職後も、組合員料金で宿泊・保養施設
を御利用いただけるよう、「宿泊施設特別
利用者証」を発行しています。定年退職者
の方には年金手続資料送付時に同封しま
す。

　他の共済組合が経営する宿泊施設では、
当該組合の組合員等と同じ宿泊料金で御利
用いただける相互利用が行われています。

　｢公立共済やすらぎの宿｣（58ページ～59
ページ）を参照の上、施設へ直接お申し込み
ください。

　｢宿泊施設特別利用者証」又は「任意継続
組合員証」を持っている方とその家族※

　年金受給者本人及び任意継続組合員本人
のみで、家族の方は一般料金となります。

　各共済組合の施設については、各共済組
合のホームページを参照してください。

　利用時に当該施設のフロントへ「宿泊施
設特別利用者証」又は「任意継続組合員
証」を御提示ください。

　利用時に当該施設のフロントへ「宿泊施
設特別利用者証」又は「任意継続組合員
証」を御提示ください。
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（令和６年７月現在）

長野市中御所岡田町131-4
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道府県名

〔北陸・東海エリア〕

〔関東・信州エリア〕

〔北海道・東北エリア〕

退
職
後
の
福
利
厚
生

第
４
章



北区下石井2-6-41

中央区水前寺1-33-18

ホテルリガーレ春日野
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お問い合わせください。

道府県名
〔近畿エリア〕

〔中国・四国エリア〕

〔九州エリア〕
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